
建築基準法にかかる道路相談票
相談者は太枠の中のすべての事項を記入してください 相談日 令和 2年 5月 10日 

1.相談者

（建築主、土地所有者等）

下記事項を相談します

住所：鹿屋市共栄町２０－１ 電 話：43-2111 

氏名：共栄 花子 メール：kentiku@city.kanoya.lg.jp

2.代理者（会社、代理人等） ■設計事務所 □宅建業者 □金融機関 □鑑定関係 □その他（ ） 

住所：鹿児島市鴨池新町１０－１ 電 話：099-286-2111 

氏名：鴨池 太郎 メール：sidou@city.kanoya.lg.jp

3.相談場所

（敷地の地名地番）
鹿屋市共栄町２１１１－１ 

4.相談の理由 ■建築 □売買 □担保評価 □その他（ ） 

5.相談内容

（道の地番等も記入）

共栄町２１１１－１が接する北側の農道は、建築基準法上の道路に該当するか。 

まっぷ deかのやを確認しましたが、判定されていませんでした。 

6.判定に係る道

■ 公道 □ 市道 （ □ 認定あり □ 認定なし ）

■ 農道 （管理者：農地整備課 ） 

□ 里道 （管理者： ） 

認定幅員 ３．５ ｍ 

□ 私道 □ 個人所有 □ 共有

□ その他 □ 水路敷 □ 堤防敷 □ その他（ ） 

道の現況 
現況幅員 

3.4ｍ ～ 3.8ｍ 
利 用 状 況 

■ 不特定多数の利用

□ 個人の専用または特定少数の利用

□ 利用形態なし

7.添付図書

右記のものを調査資料として

添付してください。

（※印の図書は必ず添付）

■※付近見取図（航空地図または住宅地図に相談地を赤で囲み、判定に係る道を青で囲む）

■ 公図（相談地を赤で囲み、判定に係る道を青で囲む）�

□ 登記簿謄本（写しでも可）

■ 道路の現況写真（撮影時期  令和２年５月５日  ） 

□ その他市長が必要であると認める図書

（ ） 

※鹿屋市記入欄

判定結果（回答内容） 現 場 調 査 令 和 年 月 日  調
査
員 回 答 日 令 和 年 月 日 

回答してよろしいか伺います。 

建築住宅課 建築指導室 

室長 回 議 回答者 

送付先（建築指導室） 

Mail：kentiku@city.kanoya.lg.jp 

Fax ：0994-41-2936 

:

記入例 
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